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第１章 計画の概要 

 

1-1 財政計画策定の背景と趣旨 

印西市総合計画の後期５年間となる第２次基本計画（以下「第２次基本計画」とい

う。）において、戦略的で経営型のまちづくりを進めていくため、新たに経営戦略を

策定し、市民のウェルビーイング向上に向けた様々な施策を戦略的かつ効果的に実

施していきます。その実現の土台となる、健全で安定的な財政運営を推進するため、

本計画を策定するものです。 

 地方自治体を取り巻く課題 

• 全国的な少子高齢化の進行、都市部への人口集中、都市間による人口獲得

競争が激化しています。 

• 価値観やニーズの多様化、地域コミュニティの活力低下などにより、地方自

治体は、より一層持続可能な行政運営を図ることが求められています。 

 経営型自治体への転換 

• 第２次基本計画では、国から示された制度や方針に基づいた事務処理を重

視する管理型の行政運営から、自治体自らが意思と戦略を持ち、経営型自

治体への転換を具体化するための指針として、「経営戦略」を新たに位置づ

けています。 

• 経営戦略では、今後５年間のまちづくりの目指す姿として、経営ビジョン『「緑

育職住」近接の、未来都市。』を掲げ、このビジョンの下、行政ニーズの多様

化や社会環境の変化に対応しながら、市民のウェルビーイング向上を目指し、

各種施策を戦略的かつ効果的に推進していきます。 

• 経営的な視点で、人口減少や財源制約などの将来課題を見据え、限られた

資本（ヒト・モノ・カネ・情報）を戦略的に活用し、地域価値と住民福祉の最大

化を目指します。 

 財政計画策定の趣旨 

• 経営型自治体への転換により、住民福祉の最大化を目指しつつ、より良い

行政サービスの提供や未来に向けた投資など、第２次基本計画の施策を確

実に実施するためには、その土台となる財政が健全であることが重要となり

ます。 

• これらのことから、今後の中期的な財政収支の見通しを明らかにし、財政運

営の透明性を図り、財政の弾力性を維持しながら、健全で安定的な財政運

営を推進するために、本計画を策定するものです。 
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※第２章以降のグラフや表の各数字については、表示単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計と合計欄が一致しない

場合があります。 

1-2 計画の位置づけ 

本計画は、財政的視点から第２次基本計画を補完し、その実効性を高めるもので

す。また、財政の健全性確保のため、限られた財源を効率的かつ効果的に配分し、計

画的な財政運営を実現します。 

 経営戦略において、基本目標⑧として、行財政改革「多様なニーズに対応す

るための戦略的な行財政運営を実現する」と位置付けています。 

 第２次基本計画期間における実施計画の策定・推進及び予算の編成・執行に

当たっての基本方針とするものです。 

 本計画の期間は、第２次基本計画と合わせ令和８年度から令和１２年度まで

の５年間とし、一般会計を対象とします。 

 

 

図表：経営戦略における位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

※各数値については、地方財政状況調査をもとにしています。 

歳入決算額の推移 

第２章 市の財政状況 

本章では、過去の決算額の推移などから、市の財政構造を分析します。 

 

2-1 歳入構造の推移と分析 

（１）歳入構造の推移 

歳入総額は、令和元年度までは概ね横ばいで推移していましたが、令和３年度以

降は大きく増加し、令和６年度決算額は５５４億円となっています。主な要因は、市税

収入の増によるものです。 

 市税 

• 市税収入は、毎年度増加しており、令和６年度決算額は２７７億円で、平成

２７年度と比較すると、１０４億円増加しています。 

※税目ごとの推移は「（３）市税収入の推移」で記載しています。 

 国庫支出金 

• 国庫支出金は、社会保障関係経費などに対する財源として、増加傾向で推

移しており、令和６年度決算額は８９億円で、平成２７年度と比較すると、 

５２億円増加しています。 

 繰入金 

• 繰入金は、概ね２０億円から３０億円前後で推移しており、令和６年度決算

額は２５億円となっています。 

• 令和２年度は、公共施設整備基金の設置に伴い、基金の積替えを行ったた

め、大きく増加しています。 

 市債 

• 市債は、公共施設の整備・改修に伴い、令和４年度以降は増加し、令和６

年度決算額は３９億円となっています。 
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※令和２年度における依存財源の比率が高くなっている

のは、新型コロナウイルス感染症対策に係る国からの

補助金が増加したことが要因です。 

自主財源・依存財源比率の推移

 

 

※各数値については、印西市決算審査特別委員会

資料をもとにしています。 

 （※東洋経済新報社刊行「都市データパック２０２５年版」より） 

（２）歳入構造の分析 

財政運営の自立性と安定性に必要な自主財源の比率については、６０％以上で推

移しています。全国の市（７９２市）と比較可能な令和５年度決算における比率は 

６３.９％であり、全国の市の中で上位２８番目（※）と高い水準を維持しています。 

 自主財源 

• 自主財源とは、市が自ら徴収又は収納できる財源で、主に市税、繰入金な

どがあります。 

• 令和６年度歳入決算額５５４億円のうち、自主財源は３４１億円で、自主財

源比率は６１.６％となっています。 

• 自主財源３４１億円のうち、市税収入が２７７億円で大半を占めています。 

 依存財源 

• 依存財源とは、自主的に収入を決められない財源で、主に国・県支出金、

市債などがあります。 

• 令和６年度歳入決算額５５４億円のうち、依存財源は２１３億円で、依存財

源比率は３８.４％となっています。 

• 依存財源２１３億円のうち、主なものは、国・県支出金が１２７億円、市債が 

３９億円となっています。 
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※各数値については、地方財政状況調査をもとにしています。 

市税収入の推移 

（３）市税収入の推移 

市税収入は、増加傾向で推移しており、令和６年度決算額は２７７億円で、平成２７年

度と比較すると、１０４億円増加しています。主な要因は、固定資産税の増によるもの

です。 

 市民税 

• 市民税は、人口増などを背景に全体として増加傾向で推移しており、令和６

年度決算額は８４億円で、平成２７年度と比較すると、８億円増加しています。 

 固定資産税 

• 固定資産税は、人口増や企業の進出などを背景に全体として増加傾向で推

移しており、令和６年度決算額は１６５億円で、平成２７年度と比較すると、 

８６億円増加しています。 

• 令和６年度における固定資産税の決算額１６５億円は、市税全体の収入額 

２７７億円に対して約６割を占めており、最も割合が高い税目となっています。 

 都市計画税 

• 都市計画税は、市街化区域の人口増や企業の進出などを背景に全体として

増加傾向で推移しており、令和６年度決算額は１９億円で、平成２７年度と比

較すると、８億円増加しています。 

 軽自動車税・市たばこ税 

• 軽自動車税及び市たばこ税は、平成２７年度から令和６年度にかけて、概ね

横ばいで推移しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（億円） 
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※各数値については、地方財政状況調査をもとにしています。 

歳出決算額の推移 

2-2 歳出構造の推移と分析 

（１）歳出構造の推移 

歳出総額は、令和元年度までは概ね横ばいで推移していましたが、令和３年度以

降は大きく増加し、令和６年度決算額は５１２億円となっています。主な要因は、扶助

費の増によるものです。 

 人件費 

• 人件費は、令和４年度までは概ね横ばいで推移していましたが、近年は人

事院勧告に基づく引上げに伴い増加傾向で推移しています。令和６年度

決算額は７５億円で、平成２７年度と比較すると、１７億円増加しています。 

 扶助費 

• 扶助費は、子育て世代の転入による人口増を背景に、制度改正による児童

手当の給付や、民間保育園の保育委託等に要する経費をはじめ、社会保

障関係経費が増加傾向で推移しています。令和６年度決算額は１５０億円

で、平成２７年度と比較すると、９４億円増加しています。 

 物件費 

• 物件費は、令和６年度に開所した高花学校給食センターの委託料や公共

施設の指定管理料などに加え、近年の物価や労務単価の上昇により増加

傾向で推移しています。令和６年度決算額は９０億円で、平成２７年度と比

較すると、４１億円増加しています。 

 普通建設事業費 

• 普通建設事業費は、公共施設の長寿命化に伴う改修工事や人口増に伴う

施設整備などにより増加傾向で推移しています。令和６年度決算額は６８

億円で、平成２７年度と比較すると、１３億円増加しています。 
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経常的経費の内訳 

 （※千葉県ホームページ「令和６年度市町村決算及び健全化判断比率等（見込み）の概要」より） 

※各数値については、決算カードをもとにしています。 

（２）歳出構造の分析 

財政の硬直化を高める要因となる義務的経費については、増加傾向で推移してい

ます。令和６年度決算における義務的経費の割合は４６.７％で、千葉県内の市町村平

均値５３.０％（※）と比較すると、財政構造の弾力性に与える影響は低い水準にあり

ます。 

 義務的経費（扶助費、人件費、公債費） 

• 義務的経費は、増加傾向で推移しており、令和６年度決算額は２３９億円

で、平成２７年度と比較すると、１０１億円増加しています。 

 経常的経費（義務的経費+物件費、補助費等、その他） 

• 経常的経費は、増加傾向で推移しており、令和６年度決算額は４１９億円で、

平成２７年度と比較すると、１６７億円増加しています。 

• 令和６年度決算では、歳出に占める経常的経費の割合は８１.９％で、その

うち扶助費が２９.３％と最も大きくなっており、次いで物件費が１７.５％、人

件費が１４.６％となっています。 

  

 

 

 

 

（単位：億円） 
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※各数値については、地方財政状況調査をもとにしています。 

基金残高の推移 

2-3 基金残高と地方債残高 

（１）基金残高の推移 

財政調整基金、減債基金及びその他特定目的基金を合わせた残高の合計は、令和

３年度以降増加傾向で推移しており、令和６年度決算額は２１３億円となっています。 

 財政調整基金 

• 財政調整基金は、経済情勢の変化、災害の発生により財源が不足する場

合や、年度間の財源の不均衡を調整するための財源として積み立てる基

金です。 

• 財政調整基金の残高は、令和２年度以降横ばいで推移しており、令和６年

度は９２億円となっています。 

 その他特定目的基金 

• その他特定目的基金は、特定の目的のために積み立てる基金で、公共施

設整備基金、教育振興基金、都市計画事業基金など１０の基金があります。 

• その他特定目的基金の残高は、増加傾向で推移しており、令和６年度は、

１２０億円となっており、そのうち８７億円が公共施設整備基金の残高です。 

• 近年の特定目的基金の増加要因は、令和２年度に公共施設整備基金を設

置し、今後の公共施設改修等の財源として積み立てたことによるものです。 
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 （※千葉県内各市の令和６年度決算カードから算出） 

地方債残高の推移 

【参考】標準財政規模の推移 （単位：億円） 

※各数値については、地方財政状況調査をもとにしています。 

（２）地方債残高の推移 

地方債残高は、令和３年度まで減少傾向で推移していましたが、令和４年度以降は

増加に転じ、令和６年度では１７９億円となっています。 

令和６年度における標準財政規模に対する割合は５９％となっており、千葉県内の

市（千葉市を除く３６市）の平均値１１１％（※）と比較すると、低い水準にあります。 

 地方債残高 

• 地方債残高は、施設の整備などに充てるために借り入れた市債の残高で

す。 

• 令和３年度までは減少で推移していましたが、公共施設の長寿命化工事

等の財源とする市債の増加に伴い、令和４年度以降は、地方債残高が増

加しています。 

 標準財政規模に対する地方債残高の割合 

• 標準財政規模（地方公共団体の標準的な一般財源の規模を示すもの）に

対する地方債残高の割合の推移は、地方債残高と同様に令和４年度以降

増加に転じ、令和６年度では 59％となっています。 

 

 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
標準財政規模 193 196 196 205 208 212 207 221 212 229 227 253 256 301
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※各数値については、地方財政状況調査をもとにしています。 

※各数値については、地方財政状況調査をもとにしています。 

2-4 主要財政指標 

主要財政指標のうち、現在の財政状態（自立性や弾力性）と将来への影響（負債や

リスク）の観点から以下の４つの指標を分析します。 

 

（１）財政力指数 

財政力指数は、平成３０年度に１を超え、令和６年度は１．１４となっており、全国の

類似団体（６２市）の平均値と比較すると、財政の自立性は高い状況です。 

 財政力指数は、地方公共団体の財政力を示す指標で、数値が高いほど財政

的な自立度が高いとされます。 

 財政力指数が１を超えると、標準的な財政需要を自主財源で賄うことができ

るとされ、普通交付税が不交付となります。 

 

（２）経常収支比率 

経常収支比率は、概ね８０％台前半から半ばで推移しており、これまでの財政計画

の目標値である９０％以下を維持しています。 

 経常収支比率は、地方公共団体の財政構造の弾力性を示す指標で、比率が

低いほど財政の弾力性が高い状況にあります。 
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※将来負担比率が算出されない場合は０.0で表示しています。 

※各数値については、地方財政状況調査をもとにしています。 

※各数値については、地方財政状況調査をもとにしています。 

（３）実質公債費比率 

実質公債費比率は、これまでの財政計画の目標値である１０％以下を維持しており、

全国の類似団体（６２市）の平均値と比較すると比率が低く、公債費の負担は小さい

状況です。 

 実質公債費比率は、地方公共団体の財政規模における公債費の度合いを判

断する指標で、比率が低いほど負担が小さい状況にあります。 

 財政健全化法に位置づけられた指標のひとつで、この比率が１８％以上にな

ると、起債に当たって県の許可が必要になり、２５％以上（早期健全化基準）

になると、一般単独事業の起債に制限がかかります。さらに、３５％以上（財

政再生基準）になると、一部の一般公共事業の起債も制限されます。 

 

（４）将来負担比率 

令和６年度における将来負担比率は、全国の類似団体（６２市）の平均値を上回っ

ていますが、これまでの財政計画の目標値である１０％以下を維持しています。 

 将来負担比率は、地方公共団体の地方債残高などの将来債務における財政

負担の度合いを判断する指標で、比率が低いほど負担が小さい状況にあり

ます。 

 財政健全化法に位置づけられた指標のひとつで、この比率が３５０％以上に

なると早期健全化団体に位置付けられ、財政健全化計画を定めなければな

りません。 
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2-5 現状と今後の課題 

（１）現状の分析 

市の財政状況は、市税収入の増加や経常収支比率の水準から、現時点では概ね健

全に推移しています。 

 安定した自主財源 

• 歳入面では、市税収入が増加傾向にあり、財政運営の自立性と安定性に

必要な自主財源比率も高い状況にあります。 

 財政調整基金残高と地方債残高 

• 財政調整基金残高は横ばいで推移しており、必要額を確保できています。 

• 標準財政規模に対する地方債残高の割合は、県内における他市の平均値

を大きく下回っています。 

 主要財政指標 

• 財政力指数、経常収支比率、実質公債費比率は、全国の類似団体の平均

値と比較すると、健全性が高いものとなっております。 

 

（２）中長期的な視点における留意事項 

義務的経費、経常的経費、公共施設改修に伴う普通建設事業費及び地方債残高が

いずれも増加傾向にあることから、今後の財政運営に当たっては留意が必要です。 

 削減が難しい義務的経費 

• 人件費、扶助費及び公債費の義務的経費については、社会情勢から減少

は見込めない状況にあります。 

 公共施設の長寿命化計画 

• 今後も公共施設の長寿命化に伴う改修を計画的に実施していくことから、

普通建設事業費が増加する見込みです。 

 財政負担への影響 

• 地方債残高、実質公債費比率、将来負担比率は、市債の発行により、近年

増加（上昇）に転じています。 

 不交付団体としての負担 

• 普通交付税が不交付であることから、ふるさと納税による減収分をはじめ

本来交付団体であれば補てんされる財源を、全て自主財源で賄う必要が

あります。 

 

（３）現状から見る今後の課題 

将来を見据え、計画的で持続可能な財政運営を行っていく必要があります。 

 計画的な財政運営 

• 将来的な人口減少等に伴う市税収入の減少を見据えた中長期的な視点に

立ち、計画的な財政運営を行っていく必要があります。 

 持続可能な財政運営 

• 自主財源の確保と経常的経費の縮減に努めつつ、より効果的かつ効率的

に財源を活用していく必要があります。 



13 

 

第３章 今後の財政収支の見通し 

本章では、歳入・歳出の試算を行い、今後の見通しを整理するとともに、社会・経済

情勢の変化による財政リスクについて考察します。 

 

3-1 歳入の見通し 

（１）歳入全体の見通し 

歳入総額の令和１２年度試算額は７１７億円となり、令和８年度と比較すると、７４

億円増加する見込みです。主な要因は、市税収入の増によるものです。 

 市税 

• 市税の令和１２年度試算額は４６３億円となり、令和８年度と比較すると、 

１３１億円増加する見込みです。主な要因は、固定資産税の増によるもので

す。 

※税目ごとの推移は「（２）市税における税目ごとの見通し」で記載しています。 

 地方譲与税・交付金 

• 地方譲与税・交付金の令和１２年度試算額は４７億円となり、令和８年度と

比較すると、４億円増加する見込みです。主な要因は、地方消費税交付金

の増によるものです。 

 地方交付税 

• 普通交付税は不交付、特別交付税は１．２億円で推移する見込みです。 

 国・県支出金 

• 国・県支出金の令和１２年度試算額は１５０億円となり、令和８年度と比較す

ると、１２億円増加する見込みです。主な要因は、社会保障関係経費などに

対する財源としての増によるものです。 

 繰入金 

• 繰入金の令和９年度試算額は５４億円となり、令和１０年度以降は概ね２２

億円から１６億円で推移する見込みです。 

• 財政調整基金繰入金は、主に歳入と歳出の収支均衡を図るために繰入れ

することから、市税収入の増加に伴い減少する見込みです。 

• 公共施設整備基金繰入金は、公共施設長寿命化に伴う改修工事の財源と

して見込んでおり、改修計画などに基づき増加する年度と減少する年度が

あります。 

 市債 

• 各年度の普通建設事業費に係る財源として市債の発行を見込んでおり、

事業計画に応じて、増加する年度と減少する年度があります。 
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（２）市税における税目ごとの見通し 

 市民税 

• 市民税の令和１２年度試算額は９７億円となり、令和８年度と比較すると、 

２億円増加する見込みです。主な要因は、人口増によるものです。 

 固定資産税 

• 固定資産税の令和１２年度試算額は３３６億円となり、令和８年度と比較す

ると、１２７億円増加する見込みです。主な要因は、償却資産における新規

課税客体の増によるものです。 

  

（単位：百万円） 
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 都市計画税 

• 都市計画税の令和１２年度試算額は２１億円となり、令和８年度と比較する

と、２億円増加する見込みです。主な要因は、新規課税客体の増によるも

のです。 

• 都市計画税については、市が自由にその使い道を決められる一般財源と

は異なり、都市計画事業や土地区画整理事業など限られた事業にのみ活

用できる財源です。 

• 都市計画税収入額が充当対象となる都市計画事業費を上回った場合は、

今後の都市計画事業の財源として、都市計画事業基金へ積立てをします。 

 軽自動車税 

• 軽自動車税の令和１２年度試算額は２.８億円となり、令和８年度と比較す

ると、４千万円増加する見込みです。 

 市たばこ税 

• 市たばこ税の試算額は、令和８年度以降、６.６億円で推移する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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3-2 歳出の見通し 

歳出総額の令和１２年度試算額は７１７億円となり、令和８年度と比較すると７４億円

増加する見込みです。主な要因は、扶助費、物件費の増によるものです。 

 人件費 

• 人件費の令和１２年度試算額は１２２億円となり、令和８年度と比較すると、

２５億円増加する見込みです。主な要因は、定員管理計画に基づく職員数

の増及び人事院勧告に基づく近年の給与水準の引上げによるものです。 

 扶助費 

• 扶助費の令和１２年度試算額は１７８億円となり、令和８年度と比較すると、

２６億円増加する見込みです。主な要因は、社会保障関係経費の増などに

よるものです。 

 公債費 

• 公債費の令和１２年度試算額は２４億円となり、令和８年度と比較すると、７

億円増加する見込みです。主な要因は、今後予定している普通建設事業

の実施に伴う市債の発行によるものです。 

 物件費 

• 物件費の令和１２年度試算額は１７５億円となり、令和８年度と比較すると、

４７億円増加する見込みです。主な要因は、第２次基本計画で掲げる事業

の実施のほか、物価上昇などによるものです。 

 補助費等 

• 補助費等の試算額は、概ね８０億円台半ばで推移しますが、令和９年度は

一部事務組合の事業の実施見込みにより、９０億円を超える見込みです。 

 普通建設事業費 

• 普通建設事業費の試算額は、公共施設長寿命化に伴う改修計画などによ

り、令和８年度は１１２億円となり、令和９年度以降は概ね９０億円から７０億

円で推移する見込みです。 
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（単位：百万円）  
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（単位：億円） 
【参考】標準財政規模の見通し 

3-3 財政調整基金残高と地方債残高の見通し 

（１）財政調整基金残高の見通し 

財政調整基金残高の令和１２年度試算額は９２億円となり、令和８年度と比較する

と１０億円増加し、標準財政規模の２０％程度を維持できる見込みです。 

 財政調整基金は、各年度の決算剰余金を２５億円とし、そのうち１３億円を財

政調整基金へ積み立てることとして試算した結果、令和１０年度までは横ば

い、令和１１年度以降は増加傾向で推移する見込みです。 

 決算剰余金２５億円のうち、残りの１２億円は公共施設整備基金など、その他

特定目的基金の繰入金の状況を考慮し、積み立てることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

R7 R8 R9 R10 R11 R12
標準財政規模 318 341 381 413 442 477

（％） 
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（２）地方債残高の見通し 

地方債残高の令和１２年度試算額は２９９億円となり、標準財政規模に対する割合

は６２.７％と、千葉県内の市（千葉市を除く３６市）の令和６年度平均値である１１１％

を引き続き下回る見込みです。 

 地方債残高 

• 令和８年度から令和１２年度までの５年間で地方債残高は６６億円増加し、

２９９億円となる見込みです。 

• 今後の公共施設の長寿命化に伴う改修などの普通建設事業の実施により、

新たな借入額が返済額を上回ることから、地方債残高が増加する見込み

です。 

• 令和８年度の地方債残高は２３３億円となり、前年度の令和７年度と比較し

て４９億円増加しますが、複数の大規模な普通建設事業が計画されている

ことによるものです。  

 

3-4 経常収支比率の見通し 

経常収支比率の試算は、９０％を超えて推移する見込みですが、第２章における全

国の類似団体（６２市）の令和６年度平均値である９４.６％（p.１０参照）と比較すると、

財政の弾力性は保たれています。 

 経常収支比率 

• 経常的収入の市税は増加傾向にあるものの、人件費、扶助費、公債費、物

件費など経常的経費も増加する見込みです。 
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3-5 現行制度の改正や社会・経済情勢の変化によるリスク 

（１）歳入におけるリスク 

 税制改正や地方財政制度の見直し、市税収入の変動などにより、歳入規模や構造

が大きく変化する可能性があります。 

 税制改正や地方財政制度の見直し 

• 国の税制改正や地方財政制度の見直しがあった場合は、歳入構造に大幅

な変化が生じる可能性があります。 

 市税収入の変動 

• 固定資産税（償却資産）は、企業の投資状況や業績に左右されやすく、大

幅な増減が生じる可能性がある上、データセンターなどの課税客体にかか

る今後の技術革新によっては、歳入規模が大きく変化する可能性がありま

す。 

 基金残高の減少 

• 基金への積立て以上に繰入れを継続した場合、財政調整基金などの残高

が大幅に減少する可能性があります。 

 

（２）歳出におけるリスク 

社会保障制度の改正や物価・金利の動向、大規模災害の発生などにより、想定を

超える歳出増が生じる可能性があります。 

 扶助費における制度改正 

• 児童手当や障がいサービス費などの扶助費は、現行制度を基本に算出し

ているため、制度改正があった場合は増大する可能性があります。 

 物価及び労務単価の上昇 

• 物件費や普通建設事業費は、物価及び労務単価の上昇により増大する可

能性があります。 

 金利の上昇 

• 大幅に金利が上昇した場合は、公債費における利子が増大する可能性が

あります。 

 大規模災害などによる緊急的な財政支出の可能性 

• 大規模な自然災害や感染症の流行により、緊急的な支出が増大する可能

性があります。 

 

  



21 

 

【参考】 試算の前提条件 

本試算は、第２次基本計画における人口推計を基礎とし、既存事業については令

和８年度当初予算をベースに、令和６年度決算及び令和７年度当初予算を参考とし

て算定しました。また、今後の事業については、同計画で示された今後５年間の取組

内容を踏まえて必要経費を見込んでいます。 

歳入項目 前提条件 

市税 

・市民税は、個人市民税と法人市民税に分け、近年の物価上昇など

景気動向を勘案し試算 

・固定資産税（土地・家屋）は、既存分の減少と市街化調整区域の

宅地化などを勘案し試算 

・固定資産税（償却資産）は、企業の設備等の新規分及び入替分を

勘案し試算 

・都市計画税は、固定資産税の土地分と家屋分から試算 

・軽自動車税は、人口に対する保有台数の割合を基に試算 

・市たばこ税は、過去の実績を勘案し試算 

地方交付税 
・普通交付税は、不交付として試算 

・特別交付税は、令和８年度当初予算額をベースに試算 

国・県支出金 

・扶助費に係るものについては、現在の制度が継続されるものとし

て試算 

・普通建設事業費に係るものについては、現行制度で対象となる補

助事業を活用することを前提に試算 

繰入金 ・財政調整基金、減債基金、特定目的基金ごとに試算 

市債 ・普通建設事業費に係る財源として試算 

その他 
・分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰越

金、諸収入について、令和８年度予算額をベースに試算 

 

歳出項目 前提条件 

人件費 ・定員管理計画及び近年の増加傾向を勘案し、試算 

扶助費 ・近年の増加傾向を勘案し、現行制度が継続されるものとして試算 

公債費 
・既存の借入分に加え、今後の市債の発行分の元金及び利子を見

込み試算 

物件費 
・近年の増加傾向を勘案し、需用費、役務費、業務委託料、指定管

理料、使用料及び賃借料などを見込み試算 

補助費等 
・一部事務組合の負担金や企業会計（水道及び下水道）繰出金に

ついて試算 

普通建設 

事業費 

・本計画期間中における公共施設の改修計画等を基に試算 

・千葉ニュータウン事業に係る立替償還金を試算 

その他 
・維持補修費、災害復旧費は、令和８年度予算額をベースに試算 

・積立金、投資及び出資金は、各年度の予算見込みにより試算 
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第４章 今後の財政運営の基本方針 

 

4-1 基本方針 

 健全で安定的な財政運営の推進 

• 財政の健全性と持続可能性の確保のため、限られた財源を効率的かつ効

果的に配分し、中長期的な視点による戦略的かつ計画的な財政運営を推

進します。 

 

4-2 取組の方向性 

 中長期的な視点での財政運営 

• 将来的な市の人口動態や地域経済の変化を見据え、中長期的な歳入・歳

出の見通しに基づいた、持続可能な財政運営を推進します。 

• 財政の健全性を維持しつつ、市政の運営方針を踏まえ効果的に予算配分

することで、将来を見据えた行政サービスの安定的な提供と健全な財政運

営を図ります。 

 持続可能な財政基盤の確立 

• 地域経済の活性化に資する施策の推進や公有財産の有効活用などにより、

自主財源の確保を図り、安定した財政基盤の確立に努めます。 

• 最小の経費で最大の効果を挙げるため、限られた財源の中で、事業の選

択と集中を進め、効率的な行財政運営を図り、効果的かつ持続可能な財

政運営に努めます。 

 

4-3 目標値の設定 

①経常収支比率 

• 経常収支比率は、９０％以下（決算値）とします。 

②財政調整基金 

• 財政調整基金は、標準財政規模の２０％程度を確保することとします。 

③地方債残高 

• 地方債残高は、標準財政規模に対して１００％以内とします。 

④実質公債費比率及び将来負担比率 

• 財政健全化法における早期健全化基準値を上回らないよう指標算出の基

本数値となる、公債費、地方債残高及び基金残高に留意します。 

 【財政健全化法における基準値】 
                                             

指 標 名 早期健全化基準 財政再生基準 

実質公債費比率 ２５.０％ ３５.０％ 

将来負担比率  ３５０.０％  

 

 



23 

 

4-4 具体的な取組 

健全で安定的な財政運営を推進するため、以下のような取組を行います。 

①経営型の自治体への転換 

• 経営層による初期段階からの予算編成への参画や、予算執行におけるマ

ネジメント強化を図ります。 

②公民連携によるまちづくりの推進 

• 民間事業者等と連携した方がより効率的で行政サービスの向上が図れる

ものは、公民連携手法等を積極的に活用します。 

• 公民連携を行政サービスの効率化にとどめず、公有財産の活用はもとより、

地域の資源を活かした新たな価値の創出と効果的かつ持続可能な行政運

営を積極的に推進します。 

③国及び県補助事業の主体的選択 

• 国及び県補助対象事業は、財源確保のため積極的に活用します。 

④市税等の自主財源の確保 

• 経済情勢等を踏まえ、課税客体及び課税標準額を可能な限り的確に把握

するとともに、徴収率の更なる向上を図り、自主財源の確保に努めます。 

• 市民負担の公平性の観点から、受益者負担の原則に則り、使用料及び手

数料の見直しを行います。 

⑤公共施設のマネジメントの推進 

• 将来を見据え、持続可能な公共施設に向けた検討と取組みを進めます。 

• 公共施設等総合管理計画に基づく施設の改修等については、国庫補助金

や市債、公共施設整備基金を活用します。 

• 一般財源の充当を最小限に抑えるとともに、事業内容や事業期間、優先順

位の見直し等により、事業費の平準化に努めます。 

⑥市債の適正な活用 

• 財源の年度間調整や住民負担の世代間公平等の観点を踏まえ、将来の財

政負担に十分配慮しながら、市債の計画的かつ適正な活用を図ります。 

⑦財政運営の透明性の確保 

• 市民の理解促進を図るため、予算・決算に関する情報発信に努めます。 

 

4-5 進行管理 

 本計画を実効性のあるものとするため、進行管理を毎年度行います。 

 実施計画に変更が生じるなど、財政収支の見通しに大幅な乖離が生じる場

合には、見直しについて検討を行います。 

 

 

 

 

 

 


